
第 3 章 騷 音

第 乍 節 騒音 の 現況

年 概 要

騒音は各種公害の な か で も 日 常生活 に特 に関係の深い も の で あ る が 、 そ の発生源は多種多様で

あ り 、 音量 、 音質 、 発生時間 に よ っ て受 け る 被害 も 異な る た め 、 多数の苦情が発生 し て い る 。

昭和5 3年度の公害苦情件数 1 9 7 件の う ち 騒音苦情は3 5件 ( 1 8 % ) で あ り 、 昨年の 3 6件 に比 し若

干減少 し て い る o

苦情の 内容 を発生源別に見 る と 金属 、 機械 、 木材加工工場等か ら発生す る 騒音が多 く 、 ま た住

居地域では ク ー ノ ン グ タ ワ ー 、 ク ー フ 一等の モ ー タ ー音が主要な発生源 と な っ て い る 。

こ の ほ か特 に一部地域では大型 自 動車走行 に伴 う 騒音並びに飲食店営業 に伴 う カ フ オ ケ に よ る

騒音が問題 に な っ て い る が 、 今後共 自 動車 の保有台数、 走行量の増加 、 車の大型化等 に伴 っ て 自

動車騒音 に よ る 被害発生が増加す る も の と 考 え ら れ る 。

な お 、 本県 にお い て は 、 昭和5 4年 3 月 3 1 日 現在 、 騒音 に係 る 環境基準の地域の あて は め は行 っ

て い な い 。

表 5 7 騒音 に係 る 環境基準 ( 昭和4 6年 5 月 2 5 日 閣議決定 )

環 境 基 準

環境基準 は 、 地域の類型及び時間の 区分 ご と に次表の基準値の欄 に掲げる と お り と す る 。

地域の類型
時 間 の 区 分

該 当 地 域
昼 間 朝 ･ 夕 夜 間

A A 4 5 ホ ン回以下 4 0 ホ ン風以下 3 5 ホ ン国以下 環境基準に係 る 水域及び地域の指
定権限の委任 に関す る政令 ( 昭和
4 6年政令第 1 5 9 号 ) 第 2 項の規定
に基づき都道府県知事が地域の 区
分 ご と に指定す る地域

A 5 0 ホ ン (A) 以下 4 5 ホ ン国以下 4 0 ホ ン国以下

B 6 0 ホ ン国以下 5 5 ホ ン国以下 5 0 ホ ン国以下

鰡 1 A A を あて は め る 地域は療養施設が集合 し て設置 さ れ る 地域な ど と く に静穏 を要す る地域

と す る こ と 。

2 A を あ て は め る 地域は主 と し て住居の用 に供 さ れ る 地域 と す る こ と 。

3 B を あ て は め る地域は相当数の住居 と 併せて商業 、 工業等の用 に供 さ れ る地域 とする こ と 。

た だ し 、 次表 に掲 げる 地域 に該当す る 地域 ( 以下 ｢ 道路 に面す る地域 ｣ と い う ) に つい て

は その環境基準 は上表 に よ らず次表の基準値の欄 に掲げる と お り と す る 。

地 域 の 区 分
時 間 の 区 分

昼 間 朝 ･ 夕 夜 間

A地域の う ち 2 車線 を有す る道路に面す る 地域 5 5 ホ ノ 間 以下 5 0 ホ ン 問 以下 4 5 ホ ン 園 以下

A地域の う ち 2 車線 を超 え る 車線 を有する道路に面する 地域 6 0 ホ ン 国 以下 5 5 ホ ノ 間 以下 5 0 ホ ン 園 以下

B地域の う ち 2 車線以下の車線 を有す る道路に面す る地域 6 5 ホ ン 問 以下 6 0 ホ ン 国 以下 5 5 ホ ン 園 以下

B地域の う ち 2車線街超える車線を有す る道路に面す る 地域 6 5 ホ ン 問 以下 6 5 ホ ノ 園 以下 6 0 ホ ン 園以下

備考 車線 と は 1 縦列 の 自 動車が安全か つ円滑 に走行す る た め に必要な 一定の 幅員 を有す る 帯

状の車道部分 を い う
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表 5 8 一般的な騒音 レベル

ホ、 ソ 状 況

1 4 0 極度の聴力障害

1 3 0 最大可聴限界

1 2 0 飛行機の エ ノ ノ ノ の近 く

1 1 0 自 動車の ク フ ク シ ョ ソ 、 船の機関室内

1 0 0 高速列車の近傍

9 0 組立工場 、 やか ま し い地下鉄

8 0 交通の は げし い交差点

7 0 電話の ベル 〔 l m )

6 0 会話 ( 1 m ) 、 一般の事務室内

5 0 普通の事務室 、 静か な住宅地

4 0 静か な 図書館

3 0 深夜 、 フ ジ オ ･ テ レ ビ放送の ス タ ジ オ 内

2 0 人の さ さ や き

1 0 木の葉の音

O

難

聴 作 会

惹 業 話
能 了

起 率 解

の の

低 低

下 下

2 各種騒音測定捌査結果

くり 自 動車騒音調査

昭和5 3年 6 月 環境週間 ( 6 月 5 日 ~1 1 日 ) の 行事の 一環 と し て 、 鳥取市 5 地点 ( 鳥取市東品

治町 : 鳥取駅前 、 同市末広温泉町 日 交旅行 セ ン タ ー 、 同市川端一丁 目 みか ど会館前 、 同市

東町一丁 目 ･ 鳥取県庁前 、 同市二階町二丁 目 ･ 五臓円薬局前 ) 倉吉市 3 地点 ( 倉吉市明治町 :

打吹駅前 、 同市宮川町 : 宮川町 ロ ー タ J ー 、 同市上井 : 倉吉駅前 ) 及び米子市ち 地点 ( 米子市

明治町 米子駅前、 同市茶町 : 茶町角 、 同市加茂町一丁 目 : 中国電力 前 、 同市東倉吉町 山陰

合銀前 、 同市角盤町二丁 目 明治生命前 ) 叉 、 今年度か ら境港市 3 地点 ( 境港市上道町 鳥銀

境港支店前 、 同市明治町 : 第一生命前 、 同市外江町 : 中国電気工事出張所前 ) を追加 し て 、 自

動車騒音測定 を し 、併せて 自動車台数 ( 原付 自 動 二輪車以上 ) を調査 し た 。 ( 表5 9 )

こ の調査は騒音に係 る 環境基準の測定方法で行い 、 そ の 中央値の平均値で見れば、 鳥取市6 1

す ノ~7 0 ボノ国、 倉吉市6 4 ホ ノ~6 7 ホ ノ鍵、 米子市6 5 オ ノ~7 0 オ ノ風、 境港市5 8 オ ノ~6 7 オ ノ

国で あ り 、 県庁前 、 五臓円薬局前 、 打吹駅前 、 茶町角 、 第一生命前では環境基準相当 に適合 し

そ の他の地点では不適合で あ る が 、 騒音規制法第1 7条 に規定す る 指定地域内 に お け る 自動車騒

音の限度 と 比較すれば、 全地点 と も 限度以下であ る 。 ま た昨年の結果 と 比較すれば、 騒音 レヘ

ルは減少 し て い る o

(2 ) 環境騒音実態調査

昭和5 3 年度中 、 騒音規制法 に基づ く 規制地域指定 を行 っ て い る 4 市 ( 3 2地点 ) 及び港湾埋立

て事業 に伴 う 騒音監視地点 1 市 ( 8 地点 ) 。十 4 市 ( 4 0地点 ) で実施 し た 搦査結果は表6 0 の と お
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り で あ る 。

調査結果を見 る と 環境基準A に相当す る 地域 ( 主 と し て住居の用 に供 さ れ る地域 ) は適合 し

て い ない と い え る 。 反面環境基準 B に相当す る 地域 ( 相当数の住居 と併せて商業 、 工業等の 用

に供 さ れ る地域 ) では適合が良い 。 叉、 こ れ を道路 に 面す る地域、 面 さ な い地域でみて も 、 道

路 に 面す る地域での環境基準相当の適合が悪い と い え る 。

な お 、 いずれの地点に おい て も 、 騒音規制法第1 7条 に規定す る 指定地域内 にお け る 自 動車騒

音の限度以下であ る o

表 59 環境週間行事にお け る 自 動車騒音測定凋査結果

測 定 地 点 名 環境基準及 び 自 動車騒音 の 限度
測定平均値 の 5 1 ~

5 3年度 の 対比

地区(測定月日
測 定

地 点 名

所 在 他

自 動 車 騒 音
自 動車騒音

( 中央値ホ液鋤

自 動車 台 数
(台数/ 5 分 )

測定 値 ( 中

央値ホ ン囚 )

露袋 適否環境基準の
自 動車騒

音 の 限度

( 中央値

ホ ン 国 )
5 1年度 5 2年度 5 3年度 5 1年度 5 2年度 5 3年度最低値

2

最 高値 平均値

鳥取市(六月十三日
鳥 取 駅 前 東 品 治 町 6 3 【) 7 0 6 7

6 5 以 下

(B 地域 )
×

2 車 線 を
こ え る 8 0

7 0 7 2 6 7 6 8 6 7
7 2

( 7 )

日 交 旅 行

セ ン タ ー 前
末 広 温 泉 町 6 8 ^) 7 4 7 0 たソ × たソ 7 0 7 1 7 0 1 5 6 1 5 8

1 4 5

(1の

み か ど

会 館 前
川 端 一 丁 目 6 3 ^) 6 8 6 6 れソ × れソ 7 0 7 0 6 6 9 6 1 0 7

8 6

( 9 )

県 庁 前 東 町 一 丁 目 6 0 () 7 2 6 3 メソ O たソ 6 9 6 8 6 3 1 4 2 1 1 3
7 4

( 8 )

五 臓 円

薬 局 前
二階町二丁 目 57 () 6 5 6 1 メソ ○

2 車 線
7 5

6 6 6 6 6 1 6 6 6 5
5 8

( 4 )

(.ハ月七日
倉吉市

打 吹 駅 前 明 治 町 6 3~ 6 7 6 4 れソ ○ メソ 6 7 7 0 6 4 6 9 6 1
4 8

( 5 )

宮 川 町
ロ ー タ ノ ー

宮 川 町 6 6 (一 6 8 6 6 メソ ×
2 車 線 を
こ え る 8 0

6 9 6 9 6 6 1 2 7 1 4 2
9 5

( 7 )

倉 吉 駅 前 上 井 6 5 ^) 7 2 6 7 たソ × れソ 6 5 6 5 6 7 5 3 5 4
1 0 2

(1の

米子市(六月九日
米 子 駅 前 明 治 町 6 4 () 6 8 6 6 メソ × たソ 6 9 6 8 6 6 1 0 5 1 1 5

9 7

(1 1)

茶 町 角 茶 町 6 1 ′~ 6 7 6 5 たソ ○
2 車 線
7 5

6 8 6 9 6 5 7 3 8 5
5 8

( 7 )

中 国 電 力 前 加茂町一 丁 目 6 9 ^) 7 2 6 9 ‘ソ ×
2 車 線 を
こ え る 8 0

7 1 7 0 6 9 1 5 3 1 7 2
1 5 6

(効

山陰合銀 前 東 倉 吉 町 7 0~ 7 1 7 0 メソ × メソ 7 0 7 0 7 0 1 4 3 1 6 4
1 5 5

(1の

明 治 生命前 角盤町二 丁 目 7 0 () 7 1 7 0 れソ × メソ 7 1 7 0 7 0 1 5 9 1 4 9
1 5 1

( 18り

(六月六日)
境港市

鳥 銀 境 港
支 店 前

上 道 町 6 3 ^) 7 0 6 7 " ×
2 車 線
7 5

6 7
6 5

(1の

第 一生命前 明 治 町 6 1 ~ 6 5 6 3 れソ ○ " 6 3
6 2

( 7 )

中 国 電 気工
事 出張所前

外 江 町 5 8 () 6 0 5 8
5 5 以 下

(A 地域)
×

2 車 線
7 0

5 8
2 7

( 1 )

園 測定値は午前 8 時か ら午後 4 時ま での 2 時間 お き 5 回 の測定 。 ( ) 内 は 、 内数で快型車数葱示す。
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表 6 0 昭和 5 3 年度環境騒音実態調査結果

区 分

測定年月日地区 測 定 場 所 名 所 在 地 面す る道路名 車線数
騒音 ( ホ ン A )

中 央 値

朝 昼間 夕 夜間

(九月二十六日
鳥取市

市 立 修 立 小 学 校 前 吉 方 町 国 道 2 9 号 線 2 6 3 6 8 6 4 5 5

グ フ ソ ト " 4 0 4 8 3 7 4 1

旧 中 央 病 院 前 吉方温泉町 県 道 福 部 鳥 取 縦 2 6 4 6 2 6 2 5 1

" 袰 " 5 0 5 0 4 9 4 2

喫 茶 ｢ ポ ー - ｣ 前 田 園 町 国 道 2 9 号 線 - 2 7 0 6 9 6 5 5 7

“ 裏 メソ 4 9 4 3 4 0 4 0

旧 鳥 取 ボ ウ ル 別 天 神 町 国 道 5 3 号 線 I 4 6 4 6 4 6 0 4 8

" 裏 幸 町 5 1 4 9 4 2 4 3

.二十二日倉吉市(九月二十
倉 吉 ホ ー ム 電 業 前 大 正 町 国 道 3 13 号 線 t 2 6 4 6 4 6 0 4 8

中 部 医 師 会 館 前 メソ 4 3 4 4 3 8 4 9

叢 正 寺 二。 副 河 原 町 国 道 3 13 号 線 - 2 6 0 6 0 5 3 4 0

" 中庭 れソ 4 2 4 6 4 0 3 6

市 立 倉 吉 西 中 裏 秋 喜 地方道倉吉赤碕中山線 I 2 4 7 5 8 5 6 4 1

倉 吉 西 校 グ フ ソ ト 横
" 4 2 4 1 3 9 4 3

中 国 電 気 工 事 前 八 屋 国 道 17 9 号 線 t 4 5 7 6 6 6 4 4 9

倉 吉 農 協 支 所 前
メソ 4 0 4 4 4 6 4 4

(九月十一‐十二日
米子市

戸 口 田 医 院 前 上 福 原 県 道 皆 生 西 原 線 l 4 5 5 6 4 5 9 5 4

" 袰
たソ 4 5 4 9 4 3 4 9

田 辺 外 科 医 院 前 道 笑 町 国 道 聡 1 号 線 I 2 6 6 6 8 6 5 6 0

建 設 省 職 員 宿 舎 前
メソ 4 5 5 2 4 4 4 4

高 野 産 業 第 二 倉 庫 前 祇 園 町 国 道 9 号 線 t 2 7 0 7 0 6 9 6 1

鉄 道 宿 舎 裏
たソ 4 5 4 7 4 3 4 7

建 設 省 米 子 出 張 所 前 車 尾 国 道 9 号 線 1 4 7 2 7 1 6 8 6 0

" 晏
メソ 5 4 5 4 5 4 4 8

(九月十三日･※印十二月十四.十五日
境港市

境 公 民 館 前 湊 町 県 道 彦 名 境 港 線 l 2 5 4 6 4 5 2 4 7

境 小 学 校 裏
" 5 2 4 7 4 7 4 8

外 江 駐 在 所 横 外 江 町 県 道 彦 名 境 港 線 t 2 5 8 5 5 5 4 4 2

松 本 宅 横
メソ 4 7 4 5 4 1 4 3

旧 西 部 生 協 前 東 本 町 県 道 境 港 線 1 2 5 0 5 4 5 0 4 4

" 畏
メソ 4 0 5 6 4 1 4 1

都 田 水 産 前 上 道 町 地 方 道 米 子 境 線 - 4 6 2 6 3 6 3 5 2

" 異
メソ

･

4 6 4 8 4 5 4 3

北腸 タ イ ヤ サ ー ビ ス K K① ※ 竹 内 町 地 方 道 米 子 境 線 t 4 5 8 6 6 4 4 5 6

安 達 正 治 宅 m⑤ ※ 4 9 4 7 4 2 3

浜 田 フ ロ ノ ク 工業 入 口② ※ 地 方 道 米 子 境 線 1 4 6 9 6 8 6 2 5

米 子南 高 分 校 ク ラ ソ ド (③ ※ 5 3 5 7 4 0 4

武 良 水 産 加 工 場 前③ ※ 高 松 町 地 方 道 米 子 境 線 I 4 6 7 6 9 6 6

阿 部 泰 助 宅 甑⑦ ※ 4 2 4 8 4 4

工 業 試 験 場 入 口④
･ 新 屋 町 地 方 道 米 子 境 線 l 4 6 6 8 6 5

" 内⑨ ･ ･ ノン 5 4 4 4

の

基準 ( 相当 と し て と ら え た場合 〕 並び に限度 と の対比

交通量 (台/ 1 0 分 ) 騒 音 に 係 る 環 境 基 準 ( 相 当 ) 及 び 自 動 車 騒 音 の 限 度

朝 昼間 タ 夜間

環境基準 ( 相当 ) ホ ン国 自 動車騒音の限度 ホ ン国

相当類型
基準値･中央値動次下 基準値 と の適◎否図

規制地域
限度 中央値 限度 と の 道◎否国

昼間 ｢夢 夜間 朝 昼間 夕 夜間 昼間 朝夕 夜間 朝 鯛 夕 裔
1 4 7 2 0 0 1 3 9 2 4 A 5 5 5 0 4 5 × × × × 2 7 0 6 5 5 5 ○ o ｣ o ○

!ゾ 5 0 4 5 4 0 ○ 〇 ○ ×

7 1 1 6 2 1 6 0 l 4 7 B 6 5 6 0 5 5 × ○ × ○ 3 7 5 I 7 o l 6 5T o ′ o l o - o
“ 6 0 5 5 5 0 ○ 〇 〇 ○

32 2 趣 1 I 1 8 2 I 3 9 B 6 5 6 0 5 5 × × X X 3 - 7 5 1 7 o T 6 5 I o l o l o - o
A 5 0 4 5 4 0 × ○ ○ ○

1 0 6 1 7 0 1 4 6 3 1 B 6 5 6 5 6 0 ○ ○ ○ ○ 3 8 o 7 5 , 6 5 o I o l o o
ノン

6 0 5 5 5 0 ○ ○ ○ ○

1 9 2 1 5 3 8 7 2 0 A 5 5 5 0 4 5 × × × × 2 7 o l 6 5 - 5 5 l o Lo l o l o
メソ

5 0 4 5 4 0 ○ 〇 ○ ×

9 0 - 9 7 l 8 4 - 2 0 A 5 5 5 0 4 5 × × × ○ 2 ヤ o - 6 5 l 5 5 - o Lo ｣ ○ 、 o
“ 5 0 4 5 4 0 ○ ○ ○ ○

2 7 5 8 8 2 - 9 A 5 5 5 0 4 5 ○ × × ○ 2 i 7 o 6 5 5 5 ! o o - 0 l o
メノ

5 0 4 5 4 0 ○ ○ ○ ×

8 5 2 1 5 1 6 6 l 2 6 B 6 5 6 5 6 0 ○ × ○ ○ 3 8 o I 7 5 l 6 5 l o - ○ - o o
｢ ,

A 5 0 4 5 4 0 ○ ○ × ×
･

3 5 - 1 2 4 1 1 1 7 } 3 6 A 6 0 5 5 5 0 ○ × × ×

×

2 - 7 5 I 7 o - 6 o l o l o l o - ○

1 3 4 I 1 7 8 - 1 6 6 - 6 4 B 6 5 6 0 5 5 × ×

○

× × 3u｢7 5 7 o l 6 5 - o - ○ ｣ o l o
A 5 0 4 5 4 0 ○ × ○ ×

-

3 2 1 I 1 9 9 { 2 3 4 I 5 9 B 6 5 6 0 5 5 ×

○

×

○

×

〇

×

×

3 l 7 5 l 7 0 - 6 5 t o f o f o上o
A 5 0 4 5 4 0 ○ ○ 〇 ×

3 7 3 - 2 8 6 1 3 1 6 I 8 0 B 6 5 6 5 6 0 × × × ○ 3 - 8 0 - 7 5 - 6 51 0 - o - o l o
A 5 0 4 5 4 0 × × × ×

5 o l 1 o 4 5 1 1 6 A 5 5 5 0 4 5 × × × × 2 7 o 6 5 l 5 5 l o o l o l o
′′

5 0 4 5 4 0 × ○ × ×

6 2 I 5 4 ' 4 8 8 A 5 5 5 0 4 5 × ○ × ○ 2 l 7 0iT6 5 - 5 5 - o o - o l o
れソ 5 0 4 5 4 0 × ○ ○ ×

2 3 - 5 2上2 4 L 8 B 6 5 6 0 5 5 ○ 〇 ○ ○ 3 I 7 5 - 7 o i 6 5 - o - ○ - ○ I o
A 5 0 4 5 4 0 ○ × ○ ×

8 2 1 1 5 - 1 3 6 , 2 8 B 6 5 6 5 6 0 ○ ○ ○ ○コ 3 I 8 o I 7 5 6 5 o Lo ｣ o o
･

′ソ
6 0 5 5 5 0 〇 ○ ○ ○

3 o h 5 2 I 9 6 { 1 7 B 6 5 6 5 6 0 ○ × ○ ○ 3 l 8 o l 7 5 l 6 5 { o { o l o｣ ○

1 4 9 1 1 7 3 - 1 1 o - 3 4 B 6 5 6 5 6 0 × × ○ ○ 3 - 8 0 - 7 5 I 6 5 I o - 0 I 0 O
A 5 0 4 5 4 0 × × ○ ×

8 8 れ 5 9 - 1 2 2 - 2 8 A 6 0 5 5 5 0 × × × × 2 ｢7 5 I 7 oT 6 o l o - o i o o
T

メノ
5 0 4 5 4 0 ○ ○ ○ ×

-

1 9 5 l 1 3 2 { 9 5 - 2 3 A 6 0 5 5 5 0 × × × × 2 ! 7 5 - 7 o l 6 0 1 0 - o l o t o
▼

メソ
5 0 4 5 4 0 × ○ ○ ×" 5 0 4 5 4 0 × 0 O X

夜間 午後 1 0時~翌 日 の午前 6 時 )

の平均値。
園 時間区分 ( 昼間 午前 8 時~午前 7 時 、 朝夕 午前 6 時~午前 8 時 と 午後 7 時~午後1 0 時 、

測定時間 ( 午前 5 時 、 7 時 、 1 0 時 、 午後 4 時 、 7 時 、 1 0 時以降の 。十 6 回 / 日 ) の各時間区分
- 7 1 -
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第 2 節 騒音 の防止対策

T 法 ･ 条例による規制

( 1 ) 騒音規制法

騒音規制法では 、 当初人 口約 1 0万人以上の市街地 に つい て工場騒音 を規制す る地域 を指定す

る こ と と さ れて いた た め 、 本県 に おい て は昭和4 4年 8 月 、 鳥取市、 米子市の 旧都市。十画法 に基

づ く 旧用途地域 を騒音規制地域 と し て い た が 、 昭和45年1 2 月 、 法の一部改正 に よ り 、 人 口 規模

と は関係 な く 地域指定がで き る こ と 、 特定建設作業騒音の規制が加 え ら れた こ と に よ り 、 昭和

4 6年 6 月 従来の地域 を その ま ま工場騒音、 建設作業騒音、 自 動車騒音の限度の規制地域 と し て

告示 し た o

その後 、 昭和4 8年 1 2 月 告示 さ れた新用途地域 に つい て検討 を行い 、 昭和4 9年 9 月 1 7 日 鳥取県

告示第 7 7 8 号 で新 し い騒音新規制地域 を指定告示 し た 。 叉 、 倉吉市 、 境港市 に つい て は 、 昭和

5 0年 5 月 3 0 日 鳥取県告示第 4 7 6 号で規制地域 を新指定 し告示 し た 。

叉 、 今年度は町村 に地域指定 を拡大す る 方針で検討 を行い 、 町村長の意向 の あ っ た 、 国府町

郡家町 、 日 吉津村 に つい て実態凋査 を行い 、 昭和54年度当初 に は 、 規制地域の指定告示をすべ

く 作業 を進め て い る o

( 1 ) - 1 特定工場等 におい て発生す る 騒音及び特定建設作業 に伴 っ て発生す る 騒音 に つい て規制

す る 地域並びに法第1 7条 に基づ く 自 動車騒音の限度 に係 る規制地域。

鳥取市 、 米子市 、 倉吉市 、 境港市の 区域の都市。十画用途区域並びに住居等の集合の状況等当

該地域の土地利用の実態か ら住民の生活環境 を保全す る 必要が あ る と 認め ら れ る 地域。 ( 図画

は 、 県庁環境保全課 、 関係市役所公害担当課 に備 え置 き 一般の縦覧に供 し て い る 。)

( 参考 ) 騒音規制の 区域の 区分 と 用途地域の 関係

特定工場等 において発生す る騒音に つい て規制す る 区

域並びに 自 動車騒音の限度 に係 る 区域。

都市 。十画法 に基づ く

用 途 地 域 の 区 分
特定建設作業 に伴 っ
て発生す る 騒音に つ
い て規制す る区域。用 途 地 域

第 1 種 区 域
良好な住居の環境 を保全す る た め 、 特 に静穏の保

持を必要 と す る 区域。

第 1 種住居専用地域 第 1 号区域

( 第 4 種区域の う ち

学校 、 保育所、 病院

診療所、 図書館及び

特別養護老人ホ ー ム

の敷地の周囲約8 0 m

以 内 の区域 を含む 。)

第 2 種住居専用地域

第 2 種 区 域
住居の用 に供 さ れて い る た め静穏の保持 を必要 と

す る 区域。

第 2 種住居専用地域

住 居 地 域

第 3 種 区 域
住居の 用 に あ わせて商業工業等の 用 に供 さ れて い

る 区域で あ っ て 、 その 区域内の住民の生活環境 を保
全す る た め騒音の発生 を 防止す る 必要が あ る 区域。

近 隣 商 業 地 域

商 業 地 域

準 工 業 地 域

第 4 種 区 域
主 と し て工業等の用 に供 さ れて い る 区域であ っ て

その区域内の住民の生活環境 を悪化 さ せな い た め 、
著 し い騒音の発生 を防止す る 必要が あ る 区域。

工 業 地 域
第 2 号区域

指定地域か ら除外 工 業 専 用 地 域 指定地域か ら除外
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( 1 ) - 2 特定工場等 において発生す る 騒音に ついて の規制基準

房※雰
昼 間

午前 8 時か ら 、

午後 7 時 ま で ノ

朝 夕

午前 6 時か ら午前 8 時 ま で 、

午後 7 時か ら午後 1 0時 ま で ノ

夜 間

午後 1 0時か ら 、

翌 日 の午前 6 時ま で ノ

第 1 種区域 5 0 ホ、 ソ 4 5 ホ ン 4 5 ホ ン

第 2 種区域 6 0 ホ ン 5 0 ホ ン 4 5 ホ ン

第 3 種区域 6 5 ホ、 ン 6 5 ホ ン 5 0 ホ ン

第 4 種区域 7 0 ホ ン 7 0 ホ ン 6 5 ホ、 ン

く 基準値は特定工場等 ( 騒音規制法施行令別表第 乾こ定め る 施設 を設置す る 工場

いて発生す る 騒音の特定工場等の敷地の境界線上 にお け る 大 き さ 。〉

( 1 ) - 3 特定建設作業 に伴 っ て発生す る 騒音 に つい て の規制基準

特定建設

作業

規制項 目

① く い打機
( も ん けん を

除 く 。) 〈 い抜

機叉は く い打
機を使用す る
作業 ( 圧入式
及び ア ース オ

一 カ ー を併用
す る作業 を除

く 。)

②ひ ょ う 打機
を使用す る 作

業。

③ さ く 岩機 を

使用す る 作業
( 1 日 5 0m 以

上移動す る 作

業を除 く 。)

④空気圧縮機
( 電動でな く
出 力15 kw以上

さ く 岩機併用
の場合を除く 。)

⑤ コ ノ ク ノ ー
ト フ フ ン ト ( %最

量 0 45m3以上 )

又は ア ス フ ァ
ル ト ブ フ ン ト

( 容量 2 0 0 kg

以上 ) を設け

て行 う 作業

( モル タ ル製

造す る場合 を
除 く 。)

適用除外
作業場所の敷地
境界線か ら 3 0m
の地点に お け る

騒音

85 ホ ン を

こ え ない こ と

8 0 ホ ン を

こ え ない こ と

7 5 ホ ン を

こ え な い こ と

7 5 ホ ン を

こ え な い こ と

7 5 ホ ン を

こ え ない こ と

作業禁止

の時間帯

1 号

区域

午後 7 時
~午前 7 時

午後 7 時

~午前 7 時

午後 9 時

~午前 6 時

午後 9 時

~午前 6 時

午後 9 時

~午前 6 時

災害、 非常の事態
人の生命、 危険防
止、 鉄軌道の正常
運転、 道路法及び
道交法の 占用及び
許可の夜間指定

2 号

区域

午後 1 0 時

~午前 6 時

午後 1 0 時
~午前 6 時

午後 1 0 時
~午前 6 時

午後 1 0 時
~午前 6 時

午後 1 0 時
~午前 6 時

作業時間

の長さ の

制 限

1 号

区域
1 日 1 0時 間 1 日 1 0時 間 1 日 1 0 時 間 1 日 1 0時 間 1 日 1 0時 間 1 日 で完了す る 作

業、 災害の事態、

人の生命、 危険防

止
2 号

区域
1 日 1 4 時 間 1 日 1 4 時 間 1 日 1 4 時 間 1 日 1 4 時 間 1 日 1 4 時間

連続 して

作業す る

こ と の で

き る 日 数 号臓一房臓 6 日 間 以 内 6 日 間 以 内 6 日 間 以 内

1 ヶ 月 以 内 1 ヶ 月 以 内 災害、 非常事態、

人の生命、 危険防

止
2 ヶ 月 以 内 2 ヶ 月 以 内

作業 を

禁止す る 日

日曜 日

その他の休 日

日 曜 日

そ の他の休 日

日 曜 日

そ の他の休 日

日曜 日

その他の休 日

日 曜 日

その他の休 日

災害、 非常の事態

人の生命、 危険防

止、 鉄軌道の正常

運転、 道路法及び

道交法の 占用及び

許可の夜間指定
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( 1 ) - 4 騒音規制法第1 7 条第 1 項の規定に基づ く 指定地域内 に お け る 自 動車騒音の限度

区 域 の 区 分
時 間 の 区 分

昼 間 朝 ･ 夕 夜 間

-1J▲ 第 1 種区域の う ち 1 車線 を有す る道路 に面す る 区域 5 5ホ、 ン 5 0ホ ン 45ホ ン

2 第 2 種区域の う ち 1 車線 を有す る道路 に面す る 区域 6 0 ホ ン 5 5 ホ、 ン 5 0 ホ、 ソ

3 第 1 種区域及び第 2 種区域の う ち 2 車線 を有す る道路 に面す る 区域 7 0ホ ン 6 5 ホ ン 5 5 ホ ン

4
第 1 種区域 及ひ第 2 種区域の う ち 2 車線 を こ え る車線 を有す る道路
に面す る 区域

7 5 ホ、 ソ 7 0 ホ ン 6 0 ホ、 ン

5 第 3 種区域及ひ第 4 種区域の う ち 1 車線 を有す る道路 に 面す る 区域 7 0 オ ノ 6 5 ホ、 ソ 6 0 ホ、 ノ

6 第 3 種区域及び第 4 種区域の う ち 2 車線 を有す る道路 に面す る 区域 7 5 ホ、 ソ 7 0ホ、 ソ 6 5 ホ ン

7 第 3 種区域及び第 4 種区域の う ち 2 車線 を こ え る 車線 を有す る道路
に 面す る 区域

8 0 ホ ン 7 5 ホ、 ソ 6 5 ホ ン

(2 ) 鳥取県公害防止条例

近時、 ヒ ル等の増加 に伴い冷房用 の ク ー ノ ン グ タ ワ ー の騒音が問題 と な っ て い る が こ れ を

条例 に よ り 騒音関係特定施設 ( 表6 1 ) と し 、 昭和4 7年 4 月 1 日 か ら規制 を行 っ て お り 規制地

域及び規制基準は騒音規制法に準拠 し て い る 。

表 6 1 鳥取県公害防止条例 に よ る 騒音関係特定施設の規模

施 設 名 規 模

ク ー ノ ン ク タ ワ ー 送風機の原動機の定格出 力が 0. 7 5 キ ロ ワ ソ ト 以上の も の に限 る 。

叉 、 深夜の 静穏 を保持す る た め 、 全県下の工場、 事業場の すべての事業活動に伴 う 深夜 ( 午

前1 0時か ら翌 日 の午前 6 時 ま で ) の 騒音 を昭和4 7年 4 月 1 日 か ら規制 し て い る 。 事業活動すな

わ ち 、 物の製造 、 加工に伴 っ て発生す る 騒音の ほか 、 例 え ば飲食店 を営む こ と に よ っ て発生す

る音楽放送、 バ ン ト 演奏及び き ょ う 声 な どの騒音 も 含 め て規制 を行 っ て い る 。

表 6 2 鳥取県公害防止条例 に よ る 深夜騒音の規制基準

区 域 の 区 分 基 準 値

L 別髓樛難籤 条第 1 項の規定 に基づい て 指定 さ れた第 3 種区域及び知事が 5 0 ホ ン

a 別髓襲議ゞ 条第 1 項の規定 に基づい て指定 さ れた第 4 種区域及び知事が 6 5 ホ、 ン

3 1 及び 2 に掲げる 区域以外の 区域。 4 5 ホ、 ノ
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2 特定施設等の届出状況

( 1 ) 騒音規制法 に よ る特定施設の届 出数

表 6 3 特定施設の 種類別届出数 ( 昭和5 4年 3 月 3 1 日 現在 )

種 類 、、~、、 市 名 鳥取市 米子市 倉吉市 境港市 。十

1 金 属 加 工 機 械 1 7 1 9 7 6 6 1 7 3 5 1

2 空 気 圧 縮 機 等 2 2 4 1 0 3 8 8 5 3 4 6 8

3 土 石 用 破 砕 機 等 1 3 2 1 5

4 織 機

5 建 設 用 資 材 製 造 機 械 2 6 3 1 1

6 穀 物 用 製 粉 機

7 木 材 加 工 機 械 5 4 1 2 2 5 3 6 2 3 5

8 抄 紙 機 1 1

9 印 刷 機 械 1 0 4 7 6 2 9 2 0 9

1 0 合 成 樹 脂 用 射 出 成 形 機 1 0 1 0 2 0

1 1 鋳 型 造 形 機 2 1 1 1 3

。十 5 8 1 4 1 5 2 4 9 7 8 1 3 2 3

届 出 工 場 事 業 場 1 0 1 7 4 4 3 1 9 2 3 7

( 2 ) 騒音規制法に よ る特定建設作業の届出数

表 6 4 特定建設作業の種類別届出数 ( 昭和5 3年度中 )

種 類 ＼＼、、、、 市 名 鳥取市 米子市 倉吉市 境港市 。十

1 く い 打 機等 を 使 用 す る 作 業 8 2 8 1 9 4 5 9

2 び ょ う 打 機 を 使 用 す る 作 業

3 さ く 岩 機 を 使 用 す る 作 業 1 7 2 9 4 6

4 空 気 圧 縮 機 を 使 用 す る 作 業 1 1

5 長 “ ノ ゼ ト行ブ フうソ 柞等 桑
。十 2 6 5 7 1 9 4 1 0 6

3

(3 ) 鳥取県公害防止条例に よ る 騒音関係特定施設届出数

表 6 5 騒音関係特定施設届 出数 ( 昭和5 4年 3 月 3 1 日 現在 )

施設名 、、、＼＼ 市 名 鳥取市 米子市 倉吉市 境港市 。十

ク ー ノ ン グ タ ワ ー 1 7 8 1 4 0 2 2 1 4 3 5 4

届 出 事 業 場 1 0 9 9 3 1 2 1 0 2 2 4
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動第 4 章 振

第 乍 節 振動 の現況

う 概 要

振動は 、 騒音 と 同様に感覚的 、 かつ 、 心理的 な要素が あ り 、 不快感 や気分が イ ラ イ フ す る等の

被害 を与 え 、 ま た 、 振動が大き か っ た り 、 発生源が近接 し て い る場合は 、 壁 、 タ イ ル等 の ヒ ビ割

れ、 屋根 ガ ワ フ の ズ レ等の物的被害 を生 じ る 。

昭和5 3年度 の公害苦情件数 1 9 7 件 の う ち振動苦情は 5 件 ( 3 % ) で あ り 、 昨年の 1 件 に比 し増

加 し て い る 。

苦情の 内容 を発生源別に 見 る と 、 製造業及び土木建築工事等か ら発生す る振動が主で あ る 。

振動 の規制 に関 し て は、 振動規制法が昭和5 1年 6 月 1 0 日 付法第6 4号 で公布 、 同年 1 2 月 1 日 か ら

施行 さ れ、 本県 に お い て も 、 昭和 5 3年 6 月 9 日 規制地域の県告示 を し、 6 月 1 9 日 か ら 、 鳥取市、

米 子市 、 倉吉市、 境港市 の一部 に つい て施行 し て い る 。

2 各種振動測定覇査結果

○ 道路交通振動調査

振動規制地域の告示に伴 い昭和5 3 年 6 月環境週間 ( 6 月 5 日 ~ 1 1 日 ) の 行事の 一環 と し て 、

鳥取市 5 地点 ( 鳥取市東品治町 鳥取駅前、 同市末広温泉町 日 交旅行セ ン タ ー 、 同市川端一

丁 目 み か ど会館前、 同市東町 1 丁 目 鳥取県庁前、 同市二階町 2 丁 目 五臓円薬局前 ) 倉吉

市 3 地点 (倉吉市明治町 打吹駅前、 同市宮川町 宮川 l 町 ロ ー タ ノ ー 、 同市上丼 倉吉駅前)

米子市 5 地点 (米子市明治町 米子駅前、 同市茶町 茶町角、 同市加茂町 1 丁 目 中国電力前、

同市東倉吉町 . 山陰合銀前、 同市角盤町二丁 目 . 明治生命前) 境港市 3 地点 (境港市上道町

島銀境港支店前、 同市明治町 第一生命前、 同市外江町 中国電気工事出張所前) 。十 4 市 ( 1 6

地点 ) で道路交通振動測定を し、 併せて 自 動車台数 (原付 自動二輪車以上) を調査 し た。 (表6 7)

こ の調査は振動規制法に基づ く 測定方法で行い そ の 8 0 パ ー セ ン ト レ ン ジ の上端値の平均値

で見れば、 鳥取市3 8 ブ シ ベ ル~ 4 7 ブ シベル (以下 ｢dB ｣ と 。己 す) 、 倉吉市 4 1 dB~ 5 3 d B 、 米子市

4 5 dB~ 5 4dB 、 境港市4 1 dB~ 5 0 dB で あ り 、 いずれの地点に お い て も 振動規制法第 1 6条 に基づ く 指

定地域内 に お け る 道路交通振動 の限度 と 比較すれば限度以下であ る 。
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表 66 地震 と振動 レヘ ル

気 象 庁 震 度 階 級 ( 1 9 4 9 年 )

0 無感 (N o f e e l i ng )

人体 に麦富じ な い で地震。性こ 。己録 さ れ る程度

加速度 0 8 g a 1 ( 5 5 d B ) 以下

I 微震 ( s 1 i gh t )

静止 し て い る 人や、 特に地震 に注意深 い人だ け に感ず る程度の地震

0. 8 ~ 2. 5 g a 1 ( 5 5 ~ 6 5 dB )

肛 軽震 (We ak )

大ぜい の人に感ず る 程度 の も の で、 戸 、 障子が わずか に 動 く の が わ か る く ら い の地震

2. 5 ~ 8. 0 g a 1 ( 6 5 ~ 7 5 dB )

m 弱震 ( Ra t h e r s t r o ng )

家屋が ゆ れ、 戸 、 障子が ガ タ ガ タ と 鳴動 し、 電灯 の よ う な つ り 下 げ物 は相当 ゆ れ器内 の水面 の

動 く の がわ か る程度 の地震

8. 0 ~ 2 5. 0 g a l ( 7 5 ~ 8 5 dB )

N 中震 ( s t r on g )

家屋の震動が激 し く 、 すわ り の悪 い花びん な どは倒れ、 器内 の 水 は あ ふれ出 る 。 ま た 、 歩 い て

い る 人 に も感 じ ら れ、 多 く の 人 々 は戸外 に飛び出 す程度の地震

2 5 0 ~ 8 0 0 g a l ( 8 5 ~ 9 5 dB )

V 強震 ( Ve r y s t r o ng )

壁 に割 目 が は い り 、 墓石、 石 ど う ろ が倒れた り 煙突 、 石垣 な どが破損す る 程度の地震

8 0 0 ~ 2 5 0 0 g a 1 ( 9 5 ~ 1 0 5 dB )

W 烈震 ( D 1 s a s t r o u s )

家屋の倒壊 は 3 0%以下で山 く ずれが起 き 地割 れ を生 じ 、 多 く の 人 々 は す わ っ て い る こ と が で き

な い程度の地震

2 5 0. 0 ~ 4 0 0 0 g a 1 ( 1 0 5 ~ 1 1 o dB )

W 激震 ( Ve r y D i s a s t r o u s )

家屋 の倒壊が3 0 %以上 に お よ び、 山 く ずれ、 地割れ、 断層 な ど を生ず る 。

4 0 0 0 g a l ( 1 1 o dB ) 以上の め
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表 6 7 環境週間行事に お け る道路交通振動測定調査結果

測 定 地 点 名 測 定 結 果

地

区

(測定

月 日 )

測 定

地 点 名

所 在 地

道 路 交 通 振 動

自 動 車

台 数

(台数/ 1 0分)

振 動 レ ベ ル

〔8 0%ビメジ上端値@勘
道路交通振動

の 限 度

〔 8 0 % レ ノシ上端
値 (dB) 〕

限 度 と の

適ぐ○り否(× )最低値~
最高値

平均値

鳥取市(六月十三日)
鳥 取 駅 前 東 品 治 町 4 0 () 4 5 4 3 7 0 ○

1 4 4

( 1 4 )

日 交 旅 行
セ ン タ ー前

末 広 温 泉 町 4 1 ~ 4 3 4 2 ん7 ○
1 9 0

( 2 6 )

み か ど

会 館 前
川 端 1 丁 目 3 8 () 4 5 4 1 れッ ○

1 7 2

( 1 8 )

県 庁 前 東 町 1 丁 目 4 6 () 4 9 4 7 れ7 ○
1 4 8

( 1 6 )

五 臓 円
薬 局 前

二階町 2 丁 目 3 7 ~ 4 2 3 8 ‘ッ ○
1 1 6

〔 8 )

(六月七日)倉吉市
打 吹 駅 前 明 倫 町 3 8 () 4 5 4 1 ん7 ○

9 6

( 1 0 )

宮 川 町
ロ ー タ J -

宮 川 町 4 8 ~ 5 1 4 9 “ツ ○
1 9 0

( 1 4 )

倉 吉 駅 前 上 井 5 0 () 5 7 5 3 乙7 ○
2 0 4

( 2 6 )

米子市(六月九日
米 子 駅 前 明 治 町 5 3 () 5 5 5 4 イツ ○

1 9 4

( 2 2 )

茶 町 角 茶 町 4 1 ~ 5 1 4 5 " ○
1 1 6

( 1 4 )

中国電力前 加茂町 1 丁 目 4 6 () 5 2 4 9 ん7 ○
3 1 2

( 4 4 )

山陰合銀前 東 倉 吉 町 4 6 () 5 0 4 7 " ○
3 1 0

( 3 8 )

明治生命前 角盤町 2 丁 目 4 9 () 5 3 5 1 ん7 ○
3 0 2

( 3 6 )

(六月六日)境港市
鳥 銀 境 港
支 店 前

上 道 町 4 1 ~ 4 5 4 2 ん7 ○
1 3 0

〔 2 0 )

第 1 生命前 明 治 町 4 8 () 5 5 5 0 “ ○
1 2 4

( 1 4 )

中国電気工
事出張所前

外 江 町 3 7 () 4 9 4 1 6 5 ○
5 4

( 2 )

園 測定値は午前 8 時 か ら午後 4 時 ま での 2 時間 お き 5 回 の測定

( ) 内 は大型車数 を示す 。

(2 ) 環境振動実態調査

昭和53年度中 、 振動規制法 に基づ く 地域指定 を行 っ て い る 4 市 ( 1 6地点 ) 及び港湾埋立て事

業に伴 う 振動監視地点 1 市 ( 4 地点 ) 。十 4 市 (2 0地点 ) で実施 し た調査結果は表68 の と お り で

あ る 。

調査結果 を見 る と 、 いずれの地点 に お い て も 、 振動規制法第 1 6条 に規定す る指定地域内 に お

け る道路交通振動の限度以下で あ る 。
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表 6 8 昭和5 3年度環境振動実態調査結果

3

区 分 測 定 結 果
限 度 と の 対 比

地区(測定年月日) 測 定 場 所 名 所 在 地 面 す る 道路 名 車線数
振動 @め 夷議"
80 % レ ンジ

上端

昼間 夜間

道路交通振動の限度@B)

昼間 夜間
規制
地域

80%レ ソ ･ジ

上端 翳都
昼間 夜間 昼間 l夜間

鳥取市(九月二十六日
市 立 修 立 小 学 校 前 吉 方 町 国 道 2 9 号 線 2 4 0 2 9 2 0 0 1 0 3 1 6 5 6 0 0 l o

グ フ ソ ト ′ソ

旧 中 央 病 院 前 吉方温泉町 県道福部鳥取線 l 2 4 7 3 3 1 6 2 l 9 3 匂 7旦L6山一 o f o
" ▲: メソ

喫 茶 ｢ ポ - - ｣ 前 田 園 町 国 道 2 9 号 線 l 2 47 l 3 6 t 2 6 = 1 8 1 2 7 0 I 6 5 1 0 I O

" 晏 ノン

旧 鳥 取 ホ ウ ル 前 天 神 町 国 道 5 3 号 線 - 4 4 3 - 3 3 I 1 7 o - 9 4 2 - 7 o l 6 5 1 o お
" 裏 幸 町

(九月二十一.二十二日)
倉吉市

倉 吉 ホ ー ム 電 業 前 大 正 町 国 道 節 号 線型 2 4 o - 3 4 れ 5 3 1 o o 1 6 5宦o l o l o
中 部 医 師 会 館 前 メノ

義 正 寺 二口 目 i 河 原 町 国 道 3 1 3 号 線 2 4 9 4 1可 9 7 ｢ 6 5 1 中5 6 0 b b
〃 中庭 メソ

市 立 倉 吉 西 中 裏 秋 喜 地方道倉占 め、的中 山茶山 2 3 0 l 2 7 t 5 8 1 3 9 1 l 6 5 l 6 0 l o l o

倉 吉 西 枝 グ フ ソ ト 横 イン

中 国 電 気 工 事 前 八 屋 国 道 1 7 9 号 線 I 4 4 1 1 3 5 1 2 1 5 I 9 2 2 1 7 0 l 6 5 I 0 1 O

倉 吉 農 協 支 所 前 メア

｣

九̂月十一.十二日)
米子市

戸 口 田 医 院 前 上 福 原 県道皆生西原線 I 4 3 7 1 3 0 れ 2 4 I 6 3 1 - 6 5 6 0 - o f o
" ▲: メソ

田 辺 外 科 医 院 前 道 笑 町 国 道 1 8 1 号 線 I 2 5 0 4 3 I 1 7可1 2 1 2 I 7 0 6 5 I o l o

建 設 省 職 員 宿 舎 前 メソ

高 野 産 業 第 二 倉 庫 前 祇 園 町 国 道 9 号 線 t 2 5 3 T 4 9 n 9 9 ! 2 0 5 2 I 7 0 - 6 5 ' 0 I O

鉄 道 宿 舎 裏 メソ

建 設 省 米 子 出 張 所 前 車 尾 国 道 9 号 線 - 4 4 3 1 4 3 1 2 8 6 1 2 5 6 2 1 7 0 1 6 5 1 0 l o

〃 晏 メソ

･

境港市(九月十三日※印十二月十四･十五日)
境 公 民 館 前 湊 町 県道彦名境港線 I 2 5 0 3 6 1 0 4 - 3 9 1 - 6 5 I 6 0 1 0 I O

境 小 学 校 裏 メソ

外 江 駐 在 所 横 外 江 町 県道彦名境港線沮2 3 4 I 2 8 5 4 3 9 1 6 5 6 o I o l o
松 本 宅 横 メソ

旧 西 部 生 協 前 東 本 町 県 道 境 港 線 l 2 3 4 I 2 8 5可な8 2 1 7 0 l 6 5 0 1 0

〃 晏 パン

都 田 水 産 前 上 道 町 地方道米子境線 4 4 3 I 3 8 I 1 1 5 I 8 2 2 - 7 0 6 5 1 0 - ○

" J: ノン

北陽 タ イ ヤサーヒ ス K K ① ※ 竹 内 町 地方道米子境線 l 4 4 5 l 3 4T1 5 2 l 4 8 2 I 7 0 l 6 5 I 0 I O

安 達 正 治 宅 前 ⑤ ※

浜 田 プ ロ ノ ク 工業入 口 ② ※ 地方道米子境線 ｢4 4 5 4 0 1 7 3 9 8 2 l 7 0 6 5 0 i o

米 子南高分校 グ フ ノ ト ⑥ ※

武 良 水 産 加 工 場 前 ③ ※ 高 松 町 地方道米子境線 I 4 4 1 3 4 1 5 9 7 9 1 6 5 6 0 0 1 o

阿 部 泰 助 宅 苗 ⑦ ※

工 業 試 験 場 入 口 ④ ※ 新 屋 町 地方道米子境線 I 4 46 - 3 8 t 1 3 2 t l 0 4 1 1 6 5 l 6 0 0 - ○

" 内 ⑧ ※

園 時間区分 (昼間 午前 8 時~午後 7 時、 夜間 午後 1 0時~翌 日 の午前 8 時 )

測定時間 (午前 5 時、 7 時、 1 0時、 午後 4 時、 7 時 、 1 0時以降 の 。十 6 回/日 ) の各時間区分の

平均値。
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第 2節 振動 の防止対策

乍 法 によ る規制

振動の規制に つい て は 、 昭和5 1 年 6 月 に 工場振動、 建設作業振動及び道路交通振動 を規制 の対

象 と す る振動規制法が公布 さ れ、 同年 1 2 月 1 日 か ら施行 さ れた こ と に伴 い、 県 では 、 県公害対策

審議会 の答申 (昭和5 3年 3 月 2 4 日 付発鳥公審第 4 号 ｢振動規制法に基づ く 振動規制 に 当 た っ て の

基本的事項について｣ ) に沿 っ て 、 鳥取市 、 米子市、 倉吉市 、 境港市 を対象 と し た規制地域並びに

規制基準 を昭和53年 6 月 9 日 県告示第 5 3 1 号 で公示 し、 同年 6 月 1 9 日 か ら施行 し て い る 。

( 1 ) 特定工場等に お い て発生す る振動及び特定建設作業に伴 っ て発生す る 振動に つ い て規制 す る

地域及びに法第 1 6条 に基づ く 道路交通振動 の限度に係 る規制地域。

鳥取市、 米子市、 倉吉市 、 境港市 の区域の 都市 。十画用途区域並びに住居等の集合の状況等当

該地域の土地利用 の実態 か ら住民の生活環境 を保全す る 必要が あ る と 認 め ら れ る地域。 (図面

は、 県庁環境保全課 、 関係市役所公害担当課 に備 え置 き 一般の縦覧に供 し て い る。)

(参考) 振動規制の区域の区分 と 用途地域の関係

特定工場等 に お い て発生す る振動 に つい て規制す

る 区域並びに道路交通振動 の限度に 係 る 区域

都市 。十画法 に基づ く 用

途地域の区分

特定建設作業に伴 っ て
発生す る騒音 に つ い て
規制す る 区域 。

第 1 種区域

良好な住居の環境 を保全す る た め 、 特に静穏

の保持 を必要 と す る 区域及び住居の用 に供 さ れ

て い る た め 、 静穏の保持 を必要 と す る 区域。

第 1 種住居専用地域 第 1 号区域

(工業地域 の う ち 、 学

校 、 保育所、 病院 、

診療所、 図書館及び

特別養護老人ホ ー ム

の敷地 の周囲約8 0 m

以内 の区域 を含 む )

第 2 種住居専用地域

住 居 地 域

第 2 種区域

住居の 用 に併 せて商業、 工業等 の用 に供 さ れ

て い る 区域 で あ っ て 、 そ の区域 内 の住民の生活

環境 を保全す る ため 、 振動 の発生 を防止す る必

要が あ る区域及び主 と し て工業等 の用 に供 さ れ

て い る 区域で あ っ て 、 そ の 区域内 の住民の生活

環境 を悪化 さ せな い た め、 著 し い振動 の発生 を

防止す る必要が あ る区域。

近 隣 商 業 地 域

商 業 地 域

準 工 業 地 域

工 業 地 域
第 2 号 区 域

指 定 地 域 か ら 除 外 工 業 専 用 地 域 指定地域か ら除外

(2 ) 特定工場等に お い て発生す る 振動 に つい て の規制基準

区域の 区務＼~＼時、間の区分
昼 間

(午前 8 時か ら午後 7 時 ま で)
夜 間

(午後 7 時か ら翌 日 の午前 8 時 ま で)

第 1 種 区 域 6 0 デ シ ベ ル 5 5 ブ シ ベ ル

第 2 種 区 域 6 5 デ シ ベ レ 6 0 デ“ シ ベ ル

園 規制対象施設は、 振動規制法施行令別表第 1 に掲げ る鍛造機、 プ レ ス等2 0種類 の施設。
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(3 ) 特定建設作業 に伴 っ て発生す る振動に つ い て の規制基準

※
① く い打機 (も ん
け ん及び圧入式 く

い打機 を除 く 。) く

い抜機 (油圧式 く
い抜機 を除 く 。) 叉
は く い打 く い抜機

侶に入式 く い打 く
い抜機 を除 く 。) を

使用す る 作業

②鋼球を使用 して

建築物 その 他の工
作物 を破壊す る 作

業

③舗装板破砕機 を
使用す る 作業 (作
業地点が連続的に
移動す る 作業に あ
っ て は 、 1 日 に お

け る 当該作業に 係
る 2 地点間の最大

距離が50 メ ー ト ル

を超 え な い作業に
限る 。)

④ ブ レ ー カ ー (手
持 式 の も の を 除

く 。) を使用す る 作

業 (作業地点が運
続的に移動す る 作
業に あ っ ては 、 1

日 ‘こ お け る 当該作

業に係 る 2 地点間

の最大距離が5 0 メ
一 ト ル を超 え な い

作業に限 る 。)

適 用 除 外

作業場所の

敷地境界線

振 動

7 5 ブザ ノ (、 ノレ

を 超 え な い こ と

7 5 フテ“ ･シ メ、 ノレ

を超 え な い こ と

7 5 ブ“ ン へ･ ノし

を超 え ない こ と

7 5 プ ノヘゾレ

を超 え ない こ と

作業禁

止 の

時間 帯

1号区域
午後 7 時~

午前 7 時

午後 7 時~

午前 7 時

午後 7 時~

午前 7 時

午後 7 時~

午前 7 時

災害、 非常の事態、

人の生命、 危険防

止、 鉄軌道の正常

運行、 道路法及 び

道交法の 占用及び

許可の 夜間指定2号区域
午後 1 0時~

午前 6 時

午後 1 0時~

午前 6 時

午後 1 0時~

午前 6 時

午後 1 0時~

午前 6 時

作 業

時 間 の

長 さ の

制 限

1号区域 1 日 1 0時間 1 日 1 0時間 1 日 1 0時間 1 日 1 0時間

災害、 非常の事態、

人の生命、 危険防

止

2号区域 1 日 1 4時間 1 日 1 4時間 1 日 1 4時間 1 日 1 4時間

連続 し て
作業す る
こ と ので

き る 日数 愕圀一対蛾 6 日間以内 6 日 間以内 6 日 間以内 6 日 間以内

災害、 非常の事態、

人の生命、 危険防

止

作業 を禁止

す る 日

日 曜 日 、

そ の他の休 日

日曜 日 、

そ の 他の休 日

日曜 日 、

そ の他の休 日

日 曜 日 、

そ の他の休 日

災害、 非常の事態風
人の生命、 危険防

止、 鉄軌道の正常
運行電業法の必要
作業、 道路法及び
道交法占用及び許
可の時そ の他の休
日指定

　

(4 ) 振動規制法第 1 6条第 1 項 の規定 に基づ く 指定地域内 に お け る 道路交通振動の限度o Il {
　

区域 の 区、分、、、＼時選の区分
昼 間

(午前 8 時か ら午後 7 時 ま で)
夜 間

(午後 7 時か ら翌 日 の午前 8 時 ま で)

第 1 種 区 域 6 5 ザ シ ヘ ル 6 0 デ シ ベ ル

第 2 種 区 域 7 0 プ“ シ ベ ル 6 5 テ、 シ ヘ ル

- 8 1 -



2 特定施設等の届出状況

(1 ) 振動規制法 に よ る特定施設の届出数

表 6 9 特定施設の種類別届出数 (昭和 5 4 年 3 月 3 1 日 現在 )

施 設 の 種類 ＼＼＼＼＼、 市 名 鳥取市 米子市 倉吉市 境港市 。十

1 金属加工

機械

イ 液圧 プ レ ス 3 3 4 2 6 4 6 7

ロ 機械 プ レ ス 1 6 1 7 8 2 7 2 5 7

ノ 、 せん断機 2 1 8 2 8 1 5 7 2

【 鍛造機 3 1 2 6 2 1

ホ ワ イ ヤ ー フ ォ ー ミ ン グ マ シ ン

小 。十 2 1 8 3 1 1 4 2 2 6 4 1 7

2 圧 縮 機 3 1 2 9 6 1 4 1 2 5

3 破砕機等

破 砕 機

摩 砕 機 1 4 1 4

ふ る い す･I▲

分 級 機

小 。十 1 4 1 1 5

4 織 機

一

5 コ ン ク ノ ー

ト ブ ロ ノ ク マ

シ 、寒

コ ン ク リ ー ト フ ロ ノ ク マ シ ソ 2 3 5

コ ソ ク ノ ー ト 管製造機械及び コ
ン ク リ ー ト 柱製造機械

小 。十 2 3 5

6 木材加工

機械

イ ド フ ム パ ー カ ー 3 2 5

ロ チ ノ パ ー 3 5 6 2 1 6

小 。十 3 8 8 2 2 1

7 印 刷 機 械 4 6 1 1 9 5 7 1

8 ゴ ム練用叉は 合成樹脂練用 ロ ー ル機

9 合成樹脂用射出成形機 1 2 1 2 2 4

L 1 0 鋳 型 造 型 機 9 9

。十 3 2 6 9 2 2 3 2 3 7 6 8 7

届出工場 事業場 4 7 2 4 2 2 2 1 1 1 4

t1lf
r

l
l----′11----"

lM===1

謹 ま' !羨 も l

( 2 ) 振動規制法 に よ る特定建設作業届出数

表 7 0 特定建 設作業の種類別届出数 (昭和 53 年度中 )

種 類 ＼~＼~＼＼ 市 名 鳥 取市 米 子市 倉 吉市 境港市 。十

1 〈 い打機等 を使用す る作業 1 2 5 0 1 6 4 8 2

2 鋼球 を使用 し て破壊す る 作業

3 舗装版破砕機 を使用す る作業

4 ブ レ ー カ ー を使用 す る作業 1 2 1 3 2 5

。十 2 4 6 3 1 6 4 1 0 7

- 8 2 -



第 5 章 地 盤 沈 下

本県の地盤沈下は建設省国土地理院が実施 し た 水準測量 に よ っ て 、 鳥取市本町 ( 遷喬小学校 ) に あ

る 1 等水準点で昭和4 0年か ら 4 5年ま で に 1 3 8 伽 の沈下が観測 さ れた 。

ま た 、 環境庁は昭和4 6年度に地盤沈下 メ カ ー ズ ム 研究会 に 全 国 澗査 を 委託 し 、 鳥取平野がそ の対

象 と し て概況調査が な さ れた 。

県では 、 こ れ を契機 と し て昭和48年度 に専門家に よ る 地盤沈下協議会 を 設置 し 、 昭和4 9年度鳥取市

に 水準点 5 点 を 設置す る と と も に 国土地理院 に水準測量 を要請 し 、 そ の 後 も 昭和5 1年度 ･ 5 2年度及び

5 3年度 に 、 県 ･ 国土地理院共同で 鳥取市内の 水準測量 を実施 し た が 、 そ の結果は次の と お り で あ る 。

昭和5 2年 7 月 ~昭和5 3年 7 月 の 1 年間の地盤沈下状況は 、 最大は 田 園町三丁 目 の 3 5 5 物 で 、 南 に

行 く に従 っ て沈下量は 、 寿町 ( 西中学校 ) で 2. 0 2 伽 、 西町五丁 目 で 1 . 9 9 伽 、 本町 ( 罨喬小学校 )

で 、 1 . 5 5 伽 と 大幅 に減少 し 、 国鉄山陰線沿線では 、 幸町 ( 市立病院 ) 0 4 3 鋼 、 今町二丁 目 0 3 2

物 、 富安 く 職業訓練校 ) 0 4 5 物 、 吉方温泉町四丁 目 0 1 3 伽 と ご く わずか に な っ て い る 。

各測量地点の沈下量の推移 を年当た り 沈下量でみ る と 、 一部の地点での 増減は あ る も の の 、 全体的

にみて 、 おお む ね 同程度の地盤沈下が継続 し て い る 。

鳥取市の地盤沈下の原因 につい て は 、 沈下状況か ら みて 、 沖積層の粘土層 、 特 に軟弱な 上部粘土層

( 層厚 5 ~ 1 o m 程度 ) の 圧密に よ る も の と 想定 さ れ る 。

珍

- 8 3 -



　 　 　 　
′ !

表 7 1 昭和49年 6 月 ~昭和5 3年 7 月 の地盤沈下量

※
02 9 1 1 9

田 園 町
三 丁 目

0 2 9 1 1 8

西 町

五 丁 目

0 0 9 2 0 9

松 並 町
二 丁 目

鳥取県(1 )
寿 町

( 西中 )

1 0 68

新 品 治

( 景福寿 )

1 0 6 7

本 町

( 遷喬小 )

鳥取県(2)

吉方温泉町
( 日 進小 )

4 9 年 6 月 ~
5 1年 6 月 の

7 6 3

( 3. 8 2 )

3. 4 3

( 1 . 7 2 )

3 . 7 8

( 1 8 9 )

4 0 2

( 2 0 1 )

1 . 5 8

( o. 7 9 )

3. 4 1

( 1 7 1 )

1 8 2

( o 9 1 )

5 1 年 6 月 ~

5 2年 7 月 の

沈下量 窃

4. 2 2

( 3 9 0 )

1 . 7 9

( 1 . 6 5 )

2 2 2

( 2 . 0 5 )

2 2 5

( 2 . o 8 )

1 0 3

( 0. 9 5 )

1 8 0

( 1 6 6 )

0 9 5

( o 8 8 )

5 2年 7 月 ~
5 3年 7 月 の

沈下量 勿

3. 5 5 1 . 9 9 2 0 4 2. 0 2 0 8 3 1 . 5 5 0. 5 8

。十

4 9年 6 月

M5 3年7 月
1 5. 4 0 7 . 2 1 8. 0 4 8 2 9 3. 4 4 6. 7 6 3. 3 5

の沈下量

鳥取県(3)

行 徳

( 慈眼寺 )

0 5 3 1 3 3

今 町

二 丁 目

0 2 9 1 3 3

吉方温泉町

四 丁 目

1 1 2 1

団 =四丁 目

( 大雲院 )

鳥取 県(4)

幸 町

( 市立病院 )

鳥取県(5)

富 安

C職業訓練校)

1 0 6 6

吉 成

2 8 5

( 1 4 3 )

0. 4 1

( o 2 1 )

0 8 2

( o 4 1 )

0 5 1

( o 2 6 )

0. 7 1

( 0 3 6 )

0 6 4

( o 3 2 )

0 4 3

( 0 2 2 )

1 . 5 5

( 1 4 3 )

0 4 7

( 0. 4 3 )

0 4 6

( o 4 2 )

0 4 6

( 0. 4 2 )

0 6 7

( 0. 6 2 )

0 4 3

( 0 4 0 )

0 4 8

( o. 4 4 )

0. 9 9 0. 3 2 0 1 3 0 3 0 0. 4 3 0 4 5 0 3 3

5 3 9 1 . 2 0 1 4 1 1 2 7 1 8 1 1 5 2 L 2 4

( 注 ) ( ) は 1 年間の沈下量
図 1 3 主 な 水準点の 累積変動図

図 1 2 鳥取市の地盤沈下等量線図

　 　 　 　　 　 　　　　　　 　
, , ･ト ン 鷲熨そ 為ミもし、 が “ ＼ /、毛#宅
　 　 　 　 　 　　　　　　　 　

4 9 年 5 0 年 5 1 年 5 2 年 5 3 年

0 6 18 弱 富 安 15
2 9

4 4 吉方温泉町 3. 4
3 8 5 2 々 徳 54

蜘 西町~五＼丁･ミミ
7 6 松 並 町 一 7. 2

~丁 目 8 0

3 1 0 0

　　

　　　 　 　
凡 例

テテーナ 昭和 5 2 年 7 月 ~昭和 5 3 年 7 月 の沈下等量線
■ 水準点
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第 6 章 悪 臭

第 1 節 悪臭 の現況

も

=

悪臭防止の 必要な地域、特に広域に悪臭 を発生す る 事業所または苦 情の 多い事業所等 1 1 9 施設 1 3 6

地点の 測定 を実施し た 。 こ の調査結果を悪臭物質に つい てみ る と 、 ア ン モ ー ア は 9 4施設 1 0 9 地点調

査 し たが全べて の区域で基準以下で あ っ た 。 メ チ ル メ ルカ ブタ ン は 8 5施設 1 0 2 地点調査 し、 当該区域

の基準を超 え た の は養豚業 5 施設 ( A 区域に 3 施設 、 B 区域 に 1 施設 、 C 区域に 1 施設立地 ) 、 魚

粉製造業 1 施設 く A区域に立地 )、 し 尿 処理場 1 施設 く A 区域 に立地 ) 、 下水処理中継場 1 施設 ( A

区域 に立地 ) 、 へい獣処理場 1 施設 ( C 区域 に立地 ) 、 バ ル ブ製造業 1 施設 ( C 区域 に立地 ) 、 で

あ っ た が他の業種について も 比較的高 い値であ っ た 。 ま た硫化水素につい て は 86施設 1 0 3 地点 、 硫

化 メ チ ル に つい て は 8 6施設 1 0 3 施設凋査 し た が 当 該区域の 基準以下で あ っ た 。 ト ノ メ チ ル ア ンは

5 0施設5 4地点崗査 し 、 当該区域の基準 を超 え た の は 魚粉製造業 1 施設 〔 A 区域に立地 ) の みで他の

業種は いづれ も 基準以下で あ っ た 。

基準以上の 悪臭物質 を発生 し て い る 業種は表7 2 の と お り で あ り こ れ等 につい て は 、 必要な指導

を行 っ た 。

表 7 2 基準以上の 悪臭物質 を測定 し た業種 と 施設数

※
ア ソ モ ー ア

メ チー ノレ

メ ル カ フ0 タ ソ 硫 化 水 素 硫 化 メ チ ル
ト j

メ チツレ ア . ソ

( 2.5 )
A

( 3 0 )
B

( 3の
C

( 2の
A

( 3.0 )
B

く 3 5 )
C

( 2の
A

( 30 )
B

( 35 )
C

( 2 5 )
A

( 3.0 )
B

( 35 )
C

( 25 )
A

く 3 O )
B

( 35 )
C

'-■▲ 2 5 0.0 0 2 0 0 0 4 00 1 0 0 2 0 0 6 02 0 0 1 00 5 02 0.0 0 5 0 0 2 0.0 7

養 豚 業 3 ･1I- 111
1

魚 粉 製 造 業 性｣一 1

し 尿 処 理 場 11一

下水処理中継場 ↑･I･

へ い 獣 処理場 1

パ ル プ製造業 1

。十 〔 施 設 ) 6 イ.l1▲ 3 1

- 8 6 -



表 7 3 悪臭規制地域内調査結果総括表

※
別

事業所数調査工場及び
ア ソ モ ー ア

メ チ ノレ メ ノレ

力 ブ タ ン 硫 化 水 素 硫 化 メ チ ル ト リ メ チル ア ミ ソ

測定施設数 測定地点数 地点数基準超過 測定施設数 測定地点数 地点数基準超過 測定施設数 測定地点数 地点数基準超過 測定施設数 測定地点数 地点数基準超過 測定施設数 測定地点数 地点数基準超過
鳥 取 市 1 9 1 9 1 9 O 1 9 1 9 3 1 9 1 9 O 1 9 1 9 O 1 9 1 9 3

八 東 町 2 2 2 O 2 2 O 2 2 O

気 高 町 2 2 2 O 2 2 ｣1-･ 2 2 O

鹿 野 町 1 6 1 6 1 6 O

倉 吉 市 8 8 8 O 7 7 O 6 6 O 4 4 O

関 金 町 2 2 2 O 2 2 O 2 2 O

東 伯 町 2 2 2 O 2 2 1 2 2 O

米 子 市 1 4 6 6 O 1 2 1 4 2 1 4 1 6 O 1 3 1 5 O 8 8 O

境 港 市 1 4 1 3 1 3 O 1 4 1 4 1 1 3 1 3 O 1 4 1 4 O 1 3 1 3 O

日 吉津村 2 1 2 1 3 1 O 2 1 3 1 5 2 1 3 1 O 2 1 3 1 O

。十 1 0 0 9 1 1 0 1 O 7 9 9 1 1 3 8 1 9 3 O 6 7 7 9 O 4 6 4 6 3

｣

衛生研究所
及び保健所
( 行政 )

1 9 3 8 O 6 1 1 6 5 1 0 O 1 9 2 4 O 4 8 O

合 。十 1 1 9 9 4 1 0 9 O 8 5 1 0 2 1 9 8 6 1 0 3 O 8 6 1 0 3 O 5 0 5 4 3

珍

ま た悪臭に 関す る 苦情件数は昭和5 3年度4 0件で総苦情件数 1 9 7 件の 2 0. 3 % と な っ て お り 発生源

別では蓄産業に よ る も の が 1 5件 ( 3 7. 5 % ) で最 も 多か っ た 。セ 。

第 2 節 悪臭防止対策

乍 法令によ る規制

3 悪臭公害について は 、 昭和46年 6 月 1 日 悪臭防止法が制定 さ れ昭和4 7年 5 月 3旧 か ら 施行 さ れ
た 。 こ の 法律は知事が規制の対象 と な る 地域 を指定 し 、 規制地域内 の 事業活動に伴 っ て発生す る

悪臭物質に つい て規制基準 を 設定す る こ と と さ れ て い る が現在規制対象 と さ れて い る も の は ア ソ

モ ー ア 、 メ チ ル メ ル カ プ タ ソ 、 硫化水素 、 硫化 メ チ ル 、 ト リ メ チ ル ア ソ 、 二硫化 メ チ ル 、 ア セ

ト ア ル デ ヒ ド 、 ス チ レ ンの 8 物質であ る 。

ま た 、 規制地域の考 え方では 、 住居が集合 し て い る 地域 、 学校 、 病院等の 周辺 、 そ の 他悪臭物

質 を防止す る こ と に よ り 住民の生活環境 を保全す る 必要があ る と 認め ら れ る 地域 を対象に し て お

り ま た工業専用地域は原 則 と し て規制 さ れな い。

- 8 7 -
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本県 に お け る 規制の 伏況

o 規制区域 と 規制基準 ( 昭和4 8年 1 0 月 1 2 日 鳥取県告示第 76 7 号 )

鳶域ごてご滋養題、処 ア ソ モ ー ア
メ ラム ノレ メ ル

カ プ タ ノ
硫 化 水 素 硫化 メ チ ル

ト リ メ チ ル

ア " ノ

A 区 域

B 区 域

C 区 域

( 2 5 )

〔 3 0 )

( 3. 5 ) r25
0. 0 0 2

0 0 0 4

0 0 1

0 0 2

0 0 6

0 2

o o l

0 0 5

0 2

0 0 0 5

0. 0 2

0 . 0 7

o 悪臭物質の 臭気強度別濃度 ( 単位 皿 )

･

6 段 階 臭 気 強 度

2 2 5 3 3. 5 4

ア ソ モ ー ア 0 6 “11 2 5 l o

メ チリレ メ ル カ ブ タ / 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 4 o o l 0 0 3

硫 化 水 素 0. 0 0 0 6 0 0 2 0 0 6 0 2 0 7

硫 化 メ チ ル 0 0 0 3 0. 0 1 0. 0 5 0 2 1 0

ト ノ メ チ ル ア ミ ン o o o l 0. 0 0 5 0 0 2 0 0 7 0 2

二 硫 化 メ チ ル 0 0 0 3 0 0 0 9 0 0 3 0. 1 0. 3

ア セ ト ア ル デ ヒ ド 0. 0 l 0 0 5 0 1 0 5 1

ス チ レ ン 0 2 0 4 0 8 2 4

o 規 制 地 域

告 示 年 月 日 区 域 の 区 分 規 制 地 域

昭 4 8 1 0 1 2

告 示 第 7 6 7 号

( 4 市 9 町 1 村 )

A ･ C

A ･ B

A

B

C

鳥取市 、 倉吉市 、 米子市 、 国府町 、 日 吉津村

東郷町

青谷町

鹿野町 、 三朝町 、 羽合町 、 赤碕町

郡家町 、 淀江町 、 境港市

昭 4 9. 7 2

告 示 第 5 7 1 号

( 5 町 )

A ･ B

A ･ C

B

C

東伯町

気高町

関金町 、 名和町

八東町

悪臭防止対策

悪臭公害はいわゆ る 感覚公害で あ り 大気中 に低濃度で存在す る 悪臭物質に よ り 引 き 起 さ れた も

の であ る か ら 、 防止策 を講ず る 場合の 問題 点 も 多い 。 悪臭 を法律に基つ く 規制値以下に低減 さ せ

た場合であ っ て も 個人の 臭覚が異な る こ と か ら 心理的な 被害程度が異な る 。

ま た 、 法律で規制 さ れて い る の は 代表 8 物質 に限 ら れ てい る ため ( 現在 鳥取県で規制対象 と さ

れて い る の は 5 物質であ る ) 他物質 と の複合悪臭 も あ り 法規制 と 被害の実態 と の差が あ る こ と 、

さ ら に連続測定が不可能であ る た め悪臭物質 を的確に は握 し 難い等の 問題点が あ る が 、 地域住民

か ら の苦情の も の に つい て は発生原因者に対 し 、 施設 、 作業方法等の改善叉は施設の移転等悪臭

被害を防止す る よ う 指導 し て い る 。

2
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第 7 章 そ のほかの環境汚染物質

第 乍 節 休廃止鉱 山 の 重金 属

｢ 農用地の土壌の 汚染防止等 に 関す る 法律 ｣ ( 昭和 4 5 年 1 2 月 2 5 日 法律第 1 3 9 号 )で は土壌汚染

の 原因 と な る 物質 と し て 、 人の健康上問題が あ る も の と し て カ ト ミ ウ ム を 、 農作物等生育上問題が

あ る も の と し て銅が指定 さ れ て い る 。

カ ド ミ ウ ム に つい て は玄米中の含有量 l ppm 以上 、 銅に つい て は土 じ う 中 の含有量が 1 2 5 PPm 以

上の も の を それぞれ被害が あ る と さ れ て き た 。

休廃止鉱山の な か で 、 現在 ま で鉱害 と して 問題 に な っ た も の は 、 岩美町荒金の 岩美鉱山 、 鳥取市

百谷の百谷鉱山であ る 。

岩美鉱山 : 明治 2 2 年 に 開 坑 さ れ た鉱 山で、 銅 を含ん だ鉱水は下 流の 小 田 川流域の 水 田約 2 0 0 ヘ

ク タ ー ル に 被害を及ぼ し 、 昭和 46 ~ 4 7 年 に か け て 実施 し た詞査では 8 8 検体の玄米の う ち 2 2 検体

の 玄米 に カ ト ミ ウ ム の 人為的汚染 ( カ ト ミ ウ ム 0 4 p皿 以上 ) が認め ら れ た が 、 食品衛生法では食品

と し て取 り 扱われな い カ ド ミ ウ ム l ppm 以上の 玄米は認め ら れ な か っ た 。 ま た 、 土 じ よ う に つい て は

米 の 収量 に影響が あ る と 判断 さ れ る 1 2 5 ppm 以 上の銅 を含有 して い た土 じ よ う が 9 0 地点中 2 4 地点 あ

っ た 。 県では鉱害対策 と し て昭和 4 7 ~ 5 2 年度 に 事業費 1 5 1 , 0 2 4 千円 で 鉱水処理施設、 沈殿物堆積

場の 設置及び整備、 捨石た い積場の 防護施設工事等 を行 っ た 。 ま た 、 昭和 5 3 年度 は 、 昭和 5 2 年度

の継続 と し て事業費 4 1 , 0 0 0 千 円 で捨 石た い積場の整 備 、 並び に 第 1 か ん止提の補強 の た め の 嗣査

を行 っ た。

百山鉱山 : 開坑の 歴史は古い鉱山で 、 昭和 4 7 4 8 年度 に 、 下流 2 0 ヘ ク タ ー ル に実施 した澗査で

は 、 玄米 2 6 検体の う ち 、 人為的汚染 ( カ ト ウ ム 0. 4 ppm 以上 ) の 認 め ら れた も の が 2 検体あ った。

土 じ よ う では銅 1 2 5 p皿 以上の も の が 2 3 地点の う ち 7 地点認め ら れた 。

鉱害対策 と して は百谷鉱業㈱は 、 昭和 4 8 年 に銅の 高 汚染地域 1 1 ヘ ク タ ー ルの 客土事業 と 抗 口

の 完全閉鎖、 農業用 水路の新設等 を行い現在に 至 っ てい る 。

第 2 節 水銀等重金属 類 の 汚染状況

水銀等に よ る 環境汚染 、 食品汚染の 実態 を 知 る た め 、 農用地 1 3 地点に つ い て の 土 じ よ う 、 農作物

並びに 県内 魚介類 1 5 検体 、 県外魚介類 3 0 検体 に つい て 魚介類澗査 を行 っ た 。 そ の結果は表 7 4 ~

7 5 の と お り で あ る 。

1 土 じ よ う 、 農作物圈査

水 田 1 1 地点 、 畑地 2 地点 、 横園地 1 地点。十 1 4 地点 につい て土 じ う 1 4 検体 、 玄米 1 l 検体 、
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サ ツ マ イ モ サ ト イ モ ･ 梨各 1 検体 に つい て 、 カ ド ゥ ム ･ ひ素 ･ 鉛 銅 亜鉛の調査を行 った。

その結果 、 ｢ 農用地の 土壌汚染防止等に関す る 法律 ｣ に 定め る 農用地 ( 田 に限 る ) 土 じ よ う 汚染

対策地域の指定要件であ る 水 田 の土 じ う の ひ素 1 5 ppm 、 銅 1 2 5 p即 並びに玄米の カ ド ミ ウ ム の基

準値 l p卸 を 上回 る も の では な く 、 また、 にんじん、 2 0 世 紀梨に つい て も 問題 と な る 数値は検 出 さ

れ て い な い。

表 74 土 じ ょ う 農作物凋査
( 単位 p皿 )

調 査 地 域
土 じ ょ う 農 産 物

備 考
カ ド ミ
ウ ム ひ素 鉛 銅 亜鉛

カ ド ミ
ウ ム ひ 素 鉛 銅 亜鉛

水田
岩美町 岩 常

鳥取市 滝 山

鳥取市 岩 吉

八東町 島

青谷町 奥 崎

倉吉市 福 守

北条町 士 下

中山町 樋 口

岸本町 大 原

米子市 米 原

日 南町 上石見

0. 6

1 1

0 5

0. 3

0. 3

0. 3

0 3

0. 2

0. 2

0. 1

0. 3

4. 3

1 . 9

1 8

0. 7

1 4

1 . 3

1 7

1 . 5

3 . 2

1 5

1 3

5 6

4. 3

7. 2

1 . 2

0. 8

6. O

2 7

1 4

1 2

2 2

9. 5

1 3 2

1 4 0

2 0 8

3. 4

4. 8

7. 5

9 0

0 6

0. 3

3 2

2 0

1 1 4

6 1 6

1 2 8

8. 5

7 6

1 8 4

1 1 6

5 . 8

2 . 2

5. 4

8. 9

0. 3 4

0. 3 6

0. 1 6

0 0 5

0. 0 8

0. 0 6

0 0 5

0. 0 5

0. 0 5

0. 0 5

0. 1 3

0 0 6

0. 09

0. 1 0

0 0 9

0 0 5

0. 1 8

0 2 3

0. 0 5

0 1 5

0 0 8

o o l

0. 1 5

0. 0 9

0. 1 0

0 09

0 1 4

0 0 9

0 0 8

0. 0 9

0 1 1

0. 0 6

0 08

3. 6 9

5. 2 2

3. 7 6

2 . 6 2

3 . 3 0

L 8 0

2 04

1 6 5

1 5 2

0 9 2

3, 3 5

2 0 3

2 2 . 4

2 1 4

2 0. 1

1 4. 6

1 5. 9

1 1 0

2 1 . 1

2 1 . 7

2 2. O

2 3. 8

玄 米

畑地 大栄町 大 谷 0. 3 1 . 6 2 . O 0. 4 2 1 6 0 1 1 0 0 8 0. 0 8 1 3 9 4. 6 に ん じ ん

樹% 鳥取市 紙子谷 0 2 6. 3 2 8. 0 1 1 6 1 3 3 0. 0 1 0 . 0 2 0 0 2 1 0 0 0. 5 復要眺
園 昭和 5 3 年度県農業改良課調査

2 魚介類圈査

県内産魚介類 1 5 検体 、 県外産魚介類 3 0 検体 に つい て総水銀の 調査 を行 っ た が 、 いずれ も 暫定

定的規制値 ( 昭和 48 年 7 月 2 3 日 厚生省暫定的規制 ) 総水銀 0. 4 p樋 を下回 っ てい る 。

表 7 5 魚 介 類 調 査

区 分
総 水 銀

備 考
検体数 適 不 適 最高値 最低値 平均値

県内水場魚介類

県外水場魚介類

。十

1 5

3 0

4 5

1 5 0

3 0 0

4 5 l o

l

PPm

0. 1 4

0. 1 4

PPm

o. 0 1

N D

P馴

0. 0 4

0. 0 3

暫定的規制値

総水銀 0 4 P翅

圏 昭和 5 3 年度県衛生課調査
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第 3 節 P C B の 汚染状況

P C B に よ る 食品の 汚染の実態 を知 る た め暫定的規制値の 設け ら れて い る 食 品 5 8 検 体の 調 査 を

行 っ た が 、 い ずれ も 暫定的規制値 ( 昭和 4 7 年 8 月 2 4 日 厚生省暫定的規制 ) を 下回 っ て い た 。

表 7 6 食品 P C B 汚染調査

3

種 類 別 総検体数
検 出 値 暫定的

規制値
PPm

適 不適 備 考
最高値

P即

最低値
PPm

平均値
PPm

魚介類
県内水場

遠洋沖合魚ヂ類 l 1 0 0 5 N D 0. 0 1 0 . 5 8 O 遠洋 と び う お、 しい ら 、
さ “鑑 いわ し、 かれい、 す
けそ う だ ら、 ス ワ イ ガー

内海 たち う お 、 こ の し
ろ、 い さ き 、 あ じ、 かわ
はぎ、 はま ち、 しろいか 、
き んふ ぐ、 あかはた、 の
ど ぐる、 あ ま たい、 へい
けだい、 あなが しろ、 あ
ま さ ぎ

内海内湾 " 7 0. 0 4 N D 0. 0 1 3 7 O

県外水場
遠洋沖合 " 1 6 0 0 3 N D 0. 0 0 0. 5 1 9 O

内海内湾 " 1 1 0. 0 6 N D 0. 0 1 3 1 1 0

。十 4 5 4 5 0

牛 乳 5 N D N D N D 0. 1 5 O 学校給食用 牛乳

乳 製 品 2 N D N D N D 1 2 O バ タ ー 、 脱脂粉乳

肉 類 3 N D N D N D 0 5 3 O 牛 肉 、 豚肉 、 鶏肉

卵 類 3 N D N D N D 0 2 3 O 鶏卵

。十 5 8 5 8 O

園 昭和 5 3 年度県衛生課調査

N D 検出 さ れず ( 0 0 1 未満 )

黄
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